
 

 

資料６ 1/2 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための 

関係法律の整備に関する法律」について 

 

１ 概 要 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律」（以下、「一括法」という。）の施行に伴い、介護・障害者関連施設等に

係る指導監査及び指定等の事務、社会福祉施設等の設備及び運営に関する基準（国省

令）の条例委任など、地方自治体に権限が移譲されました。 

 

２ 川越市の状況 

川越市では、この権限移譲に対応するため、本年４月１日から新たに福祉部に指導

監査課を設置し、介護・障害関連施設の指導監査や指定等の業務を開始しております。 

また、社会福祉施設等の設備・運営に関する基準については、今年度中に、川越市

において条例として制定する必要があるため、現在、その準備を進めております。 

なお、条例の施行日は、平成２５年４月１日を予定しております。 

 

３ 条例の制定について 

社会福祉施設等の設備・運営基準の条例委任については、老人、介護、障害者及び

児童福祉関連施設の多岐にわたっております。 

本市では、基本的には、国基準に準じた規定とすることを前提に、一括法における

条例委任の類型の「参酌すべき基準」のうち、懸案事項や問題点があると思われる規

定及び埼玉県が独自基準を設ける規定について、市独自基準の制定が必要であるかど

うかを検討し、市条例（案）を作成いたします。 

 

【一括法における条例委任の類型】 

類 型 類型の説明 

１従うべき基準 

条例の内容を直接的に拘束する、国基準に必ず適合しなけれ

ばならない基準。当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた

内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めるこ

とは許されない。 

２標 準 

法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由

がある範囲内で地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定

めることが許容されるもの。 

３参酌すべき基準 
地方自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情

に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの。 

 



基準条例等一覧（川越市福祉部）

根拠法令 条数 制定改正 開催日

老人福祉法 63 制定 H24.7.31

民生委員法 制定

社会福祉法 改正

生活保護法 33 制定 H24.8.3

障害者自立支援法 223 制定

〃 91 制定

〃 56 制定

〃 43 制定

〃 17 制定

〃 15 制定

老人福祉法 29 制定

社会福祉法 56 制定

介護保険法 4 制定

介護保険法 216 制定

〃 291 制定

〃 181 制定

〃 89 制定

〃 61 制定

〃 62 制定

〃 62 制定

30 制定

32 制定

●制定 22
●改正 1

課名
国基準省令 条　　　例 審議（報告）機関等

名　　称 名　　称（仮） 名　　称

生活福祉課
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する
最低基準（昭和４１年７月１日厚生省令第１８号）

１　川越市救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する条例 川越市社会福祉審議会地域福祉専門分科会

福祉推進課

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３１日
厚生省令第４６号）

１　川越市特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準条例 川越市介護保険事業計画等推進委員会

民生委員法の規定のうち、民生委員の定数に関する規定の部分 ２　川越市民生委員の定数に関する条例（未公布第３次）

川越市社会福祉審議会地域福祉専門分科会

川越市障害者計画等推進委員会
H24．8下旬
(未　定）

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの事業設備及び運営に関する
基準（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７４号）

２　川越市障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する
基準を定める条例

障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に
関する基準（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７２号）

３　川越市障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に
関する基準を定める条例

H24.8.3

社会福祉法の規定のうち、社会福祉審議会委員の定数に関する規定の部分 ３　川越市社会福祉審議会条例（委員の定数）（未公布第３次）

障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成
１８年９月２９日厚生労働省令第１７６号）

６　川越市障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定め
る条例

高齢者いきがい課

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年７月１日厚生省
令第１９号）

１　川越市養護老人ホームの設置及び運営に関する基準条例

障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準
（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７７号）

４　川越市障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を
定める条例

障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する
基準（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７５号）

５　川越市障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する
基準を定める条例

障害者福祉課

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及
び運営に関する基準（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７号）

１　川越市障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の人員、設備及び
運営に関する基準を定める条例

川越市介護保険事業計画等推進委員会 H24.7.31

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平
成１８年３月１４日厚労省令３５号）

２　川越市指定介護予防サービス事業者の指定に関する基準及びして介護予防サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準条例

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成
１８年３月１４日厚労省令第３４号）

川越市介護保険事業計画等推進委員会 H24.7.31
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２０年５月９日厚労省
令第１０７号）

２　川越市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準条例

介護保険法施行規則第１４０条の６６ ３　川越市地域包括支援センターの運営等に関する基準条例（未公布第3次）

３　川越市指定地域密着型サービス事業者の指定の基準及び指定地域密着型サービス
の事業の人員、設備及び運営に関する基準条例

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設置及び運営並びに指定
地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準（平成１８年３月１４日厚労省令第３６号）

４　川越市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準及び指定地域
密着型秋御予防サービスの事業の人員、　設備及び運営並びに指定地域密着型介護予
防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３
月３１日厚生省令第３９号）

５　川越市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準条例
介護保険課

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１
年３月３１日厚生省令３７号）

１　川越市指定居宅サービス事業者の指定に関する基準及び指定居宅サービス等の事
業の人員、設備及び運営に関する基準条例

指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１
年３月３１日厚生省令第３８号）

８　川越市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準及び指定居宅介護支援等の事
業の人員及び運営に関する基準条例（未公布第３次）

指定介護予防支援等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防支援
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年
３月１４日厚労省令第３７号）

９　川越市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係
る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準条例（未公布第３次）

介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年３月３
１日厚生省令第４０号）

６　川越市介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準条例

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年
３月３１日厚生省令第４１号）

７　川越市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準条例

H24.7.26

保育課

福祉部全体 国基準省令　２３省令

子育て支援課 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年１２月２９日厚生
省令第６３号）

※中核市は、助産施設、母子生活支援施設、保育所の基準を制定

児童福祉法 94 １　川越市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準条例 制定 川越市社会福祉審議会児童福祉専門分科会



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例で定める基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準） 

【施設に共通する事項】 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令） 条例への委任の方法 川越市条例の考え方 

基準の目的、向上（第2条から第４条まで） 参酌すべき基準  本市の実情に、国の 

基準と異なる、あるい

は上回る、基準とすべ

き事情、特性はないこ

とから、現在の国の基

準を用いて、川越市の

基準とすることとし

た。 

 

児童福祉施設の一般原則（第５条） 参酌すべき基準 

非常災害に備えた設備及び避難等の訓練（第６条） 参酌すべき基準 

職員の一般的要件・知識及び技能の向上等（第７条） 参酌すべき基準 

他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び 参酌すべき基準 

職員の基準（第８条） 

入所した者を平等に取り扱う原則（第９条） 従うべき基準 

入所中の児童に対する虐待等の禁止（第９条の２） 従うべき基準 

懲戒に係る権限の乱用禁止（第９条の３） 従うべき基準 

衛生管理（第１０条） 参酌すべき基準 

食事の提供（第１１条） 従うべき基準 

入所した者及び職員の健康診断（第１２条） 参酌すべき基準 

給付金として支払を受けた金銭の管理（第１２条の２） 参酌すべき基準 

児童福祉施設内部の規程（第１３条） 参酌すべき基準 

児童福祉施設に備える帳簿（第１４条） 参酌すべき基準 

秘密保持等（第１４条の２） 参酌すべき基準 

苦情への対応（第１４条の３） 参酌すべき基準 

 条例への委任の方法 川越市条例の考え方 

種類（第１５条） 従うべき基準  

入所させる妊産婦（第１６条） 参酌すべき基準 

第二種助産施設の職員（第１７条） 従うべき基準 

第二種助産施設と異常分べん（第１８条） 参酌すべき基準 

【施設に共通する事項】 

  本市の実情に、国の 

基準と異なる、あるい 

は上回る基準とすべき

【助産施設】 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令） 

条例で定める基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準） 
【母子生活支援施設】 

【保育所】 

条例で定める基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準） 
【保育所】 

【助産施設】 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令） 条例への委任の方法 川越市条例の考え方 

基準の目的、向上（第2条から第４条まで） 参酌すべき基準  本市の実情に、国の 

基準と異なる、あるい

は上回る、基準とすべ

き事情、特性はないこ

とから、現在の国の基

準を用いて、川越市の

基準とすることとし

た。 

 

児童福祉施設の一般原則（第５条） 参酌すべき基準 

非常災害に備えた設備及び避難等の訓練（第６条） 参酌すべき基準 

職員の一般的要件・知識及び技能の向上等（第７条） 参酌すべき基準 

他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び 参酌すべき基準 

職員の基準（第８条） 

入所した者を平等に取り扱う原則（第９条） 従うべき基準 

入所中の児童に対する虐待等の禁止（第９条の２） 従うべき基準 

懲戒に係る権限の乱用禁止（第９条の３） 従うべき基準 

衛生管理（第１０条） 参酌すべき基準 

食事の提供（第１１条） 従うべき基準 

入所した者及び職員の健康診断（第１２条） 参酌すべき基準 

給付金として支払を受けた金銭の管理（第１２条の２） 参酌すべき基準 

児童福祉施設内部の規程（第１３条） 参酌すべき基準 

児童福祉施設に備える帳簿（第１４条） 参酌すべき基準 

秘密保持等（第１４条の２） 参酌すべき基準 

苦情への対応（第１４条の３） 参酌すべき基準 

 条例への委任の方法 川越市条例の考え方 

種類（第１５条） 従うべき基準  

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令） 

  本市の実情に、国の 

基準と異なる、あるい 

は上回る基準とすべき

事情、特性はないこと

から、現在の国の基準

を用いて、川越市の基

準とすることとした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令） 条例への委任の方法 
 

川越市条例の考え方 

設備基準（第２６条・第３０条） 

従うべき基準 

本市の実情に、国の基準 

・母子室（１世帯につき1室以上。３０㎡以上。） と異なる、あるいは上回る 

※調理設備  〃 基準とすべき事情、特性は 

※浴室 参酌すべき基準 ないことから、現在の国の 

※便所  〃 基準とすることとした。 

・集会、学習等を行う室  〃  

・相談室  〃  

・必要に応じ、保育所に準ずる設備  〃  

・医務室及び静養室（乳幼児３０人未満：静養室）  〃  

職員（第２７条、第２８条及び第３０条） 

・母子支援員（資格要件有） 

従うべき基準 

＜人数＞ 母子２０世帯の入所施設：２人以上 

・嘱託医 

・少年を指導する職員 

＜人数＞母子２０世帯の入所施設：２人以上 

・調理員またはこれにかわるべき者 

・心理療法担当職員（資格要件有） 

・保育士 

（保育所に準ずる設備：乳幼児概ね３０人につき１人以上） 

母子生活施設の長の資格等（第２７条の２） 従うべき基準・ 

参酌すべき基準 

生活支援（第２９条） 参酌すべき基準 

自立支援計画の策定（第２９条の２） 参酌すべき基準 

業務の質の評価等（第２９条の３） 参酌すべき基準 

関係機関との連携（第３１条） 参酌すべき基準 

条例で定める基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準） 

【母子生活支援施設】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令） 条例への委任の方法 川越市条例の考え方 

設置基準（第３２条） 

① 満２歳未満の乳幼児を入所させる保育所に設置を義務付ける設

備 

・ 乳児室又はほふく室 

 ※乳児室    １人１．６５㎡以上 

 ※ほふく室   １人３．３㎡以上 

・調理室 

・医務室 

・便所 

・保育に必要な用具の設置 

② 満2歳以上の幼児を入所させる保育所に設置を義務付ける設備 

・ 保育室又は遊戯室 

 ※保育室    １人１．９８㎡以上 

 ※遊戯室    １人１．９８㎡以上 

・屋外遊技場 

 ※屋外遊技場  １人３．３㎡以上 

・調理室 

・便所 

・保育に必要な用具の設置 

③ 耐火上の上乗せ基準 

 

 

従うべき基準 

〃 

〃 

〃 

参酌すべき基準 

〃 

〃 

 

 

従うべき基準 

〃 

〃 

参酌すべき基準 

〃 

従うべき基準 

参酌すべき基準 

〃 

〃 

 現状での基準の引き上げ

は、児童の受け入れを困難

にし、新たな待機児童を生

じさせるおそれがあるた

め、現在の国の基準を用い

て、川越市の基準とするこ

ととした。 

設備基準の特例（第３２条の２） 従うべき基準 

職員（第３３条） 

・保育士（資格要件有） 

<人数> 

乳児              ３人につき１人 

満１歳～満３歳未満の幼児     ６人につき１人 

満３歳～満４歳未満の幼児     ２０人につき１人 

満４歳以上の幼児         ３０人につき１人 

（認定こども園である保育所の場合） 

乳児              ３人につき１人 

満１歳～満３歳未満の幼児     ６人につき１人 

満３歳～満４歳未満の幼児      

   短時間利用児          ３５人につき１人 

     長時間利用児          ２０人につき１人 

満4歳以上の幼児 

   短時間利用児          ３５人につき１人 

     長時間利用児          ３０人につき１人 

※ 保育所1につき2人を下ることはできない 

・ 嘱託医 

・ 調理員 

従うべき基準 

保育時間（第３４条） 参酌すべき基準 

保育の内容（第３５条） 従うべき基準 

保護者との連絡（第３６条） 参酌すべき基準 

公正な選考（第３６条の２） 参酌すべき基準 

利用料（第３６条の３） 参酌すべき基準 

特例幼保連携保育所の特例（附則第９４条） 

・ 保育室又は遊戯室の面積に関する特例 

・ 屋外遊戯場の面積に関する特例 

・ 保育士に関する特例 

 

従うべき基準 

参酌すべき基準 

従うべき基準 

条例で定める基準（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準） 

【保育所】 

【保育所】 



児童福祉施設の基準検討概要 川越市福祉部

1 共通事項
条例委任
類　　型

○　基本方針等

1 基本方針 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

○　人員に関する事項

2 職員数（配置基準） 従うべき 従うべき基準のため検討項目対象外 国省令どおり

3 職員の資格要件 従うべき 従うべき基準のため検討項目対象外 国省令どおり

4 職員の専従 従うべき 従うべき基準のため検討項目対象外 国省令どおり

○　設備に関する事項　※

5 構造 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

設 居室面積 従うべき 従うべき基準のため検討項目対象外 国省令どおり

備 個別に検討 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

○　運営に関する事項

7 運営規程 参　酌
預り金管理の徹底を図るため、金銭管理規
程の作成、管理状況報告その他業務に関す
る規定を追加するか。

―

8 非常災害対策 参　酌
非常災害対策について、新たな義務規定を
設けるか。省令の内容で問題ないか。

国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

9 記録の整備 参　酌
帳簿・記録の保存年限の延長（現行２年保
存）。全ての帳簿書類を対象とするか又は
一部給付に係る書類のみとするか。

国省令どおり。（保存年限なし）

10 サービス提供困難時の対応 参　酌 － ―

11 入退所 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

12 入所者の処遇に関する計画 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

13 処遇の方針 従うべき 従うべき基準のため検討項目対象外

14 介護（一部） 従うべき － ―

15 食事 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

16 相談及び援助 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

17 社会生活上の便宜の提供等 参　酌 － ―

18 機能訓練 参　酌 － ―

19 健康管理 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

20 入所者の入院期間中の取扱い 従うべき 従うべき基準のため検討項目対象外

21 施設長の責務 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

22 勤務体制の確保 参　酌
職員研修の充実を図るため、研修機会の確
保等を義務化するか。

国省令に具体的に規定が設けられているた
め、国省令どおり。

23 衛生管理等 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

24 協力病院等 参　酌
協力歯科医療機関についても協力病院と同
様に義務化するか。

―

25 秘密保持等 従うべき 従うべき基準のため検討項目対象外 国省令どおり

26 苦情処理 参　酌
苦情に対する処理結果の公表や第三者の関
与など努力義務規定を追加するか。

国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

27 地域との連携 参　酌 －
国省令に具体的な規定が設けられているた
め、国省令どおり。

28 事故発生防止及び発生時の対応 従うべき 従うべき基準のため検討項目対象外

○　その他

29 暴力団及びその関係者の排除 －
運営に関し暴力団の支配を排除、申請者
（法人）及び人員（職員）から暴力団員を
排除する規定を新たに設けるか。

―

2 個別事項
条例委任
類　　型

⑴　設備に関する事項 参　酌

⑵ その他「１共通事項以外の事項」 参　酌 ―

項　　　目 検討内容 検討結果 備　考

建
物

6

項　　　目 検討項目 検討結果 備　考

市の実情・特性を考慮し検討。


